
 

 

令和４年１２月１９日 

生 活 文 化 政 策 部 
人権・男女共同参画 課 

 

世田谷区立男女共同参画センター運営委託事業者の選定結果について 

 

１ 主旨 

世田谷区立男女共同参画センターの運営業務を委託するにあたり、プロポーザル方式

による公募を実施し、以下のとおり運営事業者の候補者を選定したので、報告する。 

 

２ 対象施設 

施設名称 世田谷区立男女共同参画センター「らぷらす」 

所在地  世田谷区太子堂一丁目１２番４０号グレート王寿ビル３～５階 

 

３ 運営委託事業者名等 

事業者名 社会福祉法人共生会ＳＨＯＷＡ 

  所在地  世田谷区太子堂一丁目６番２号 

代表者  理事長 坂東 眞理子 

 

４ 履行期間 

令和５年４月１日～令和８年３月３１日（３年間） 

※契約は単年度ごとに締結し、各年度における予算配当があること、及びその前年度

の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。 

 

５ 業務内容 

区の男女共同参画推進の拠点施設として、男女及び多様な性を含めたすべての人が性

別にかかわりなく自分らしく生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指した事

業を推進する。男女共同参画の視点から課題を解決するための実践的な取組みとして、

「講座・研修」「相談」「居場所」「情報提供・収集」「活動の場」を中心に、それらを有

機的に連携させながら事業を実施する。 

 

６ 選定方法等 

選定委員会を設置し、選定基準に基づき、提案書の書類審査、ヒアリングによる審査

及び公認会計士による財務審査を行い、総合的に評価した。 

（１）経過 

令和４年 ９月１２日  公告 

         ９月２６日  参加表明締め切り（応募事業者：２事業者） 

   １０月２６日  企画提案書提出締め切り（提出事業者：２事業者） 

１１月 １日～ 書類審査 

１１月１７日  ヒアリングによる審査 

 

 

1





 

 

・「らぷらす」の運営課題について地域団体や学識経験者等と継続的に意見交換を行う

運営協議会の定期開催や、講師として事業の企画・運営への地域人材の登用、利用者

が「らぷらす」で得た気づきや学びを地域・社会の中で実践・継続できるような工夫、

地域団体との協働事業の充実などの提案から、地域が主体的に進める男女共同参画の

地域づくりに寄与することが見込まれる。 

・出前講座、出張図書館、イベント出店、関連団体への事業広報、事業者への働きかけ、

関連分野のネットワーク会議参加などをより充実させる旨の提案があり、アウトリー

チによる全区展開や、顔の見えるネットワーク構築が活発化することが評価された。 

・「男女共同参画」や「ジェンダー平等」といった、捉えにくい概念を、区民一人ひと

りの暮らし、生き方に大きく関わる身近な問題であることを発信し、「自分ごと」と

して認識していただけるよう、訴求力のある広報・普及啓発をより充実させる旨の提

案もなされ、こうした提案の確実な実行を期待するとの意見が付された。 
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